
令和８年度 御所浦恐竜の島博物館 博物館実習実施要項 

１ 趣旨 

博物館法施行規則に基づく「博物館実習」の単位を天草市立御所浦恐竜の島博物館にお

ける実習によって修得しようとする学生の受入れ及び実習の実施のため、博物館実習を

行う。 

 

２ 対象 

博物館実習以外の学芸員取得科目の単位を取得済みもしくは取得見込みの者で、実習期

間中すべての日程に出席可能な大学生及び大学院生。 

※古生物学や地質学関連の科目（一般教養課程や教職課程を含む）を履修していること

を推奨する。 

 

３ 定 員 

５名程度までとし、応募多数の場合は博物館で選考を行う。 

 

４ 実習期間など 

令和８年８月下旬から令和８年９月下旬までの期間の５日間（予定） 

※時間は８時３０分から１７時１５分までとする。 

※期間の詳細は申込者等と調整の上、決定する。 

 

５ 実習内容 

主として古生物学や地質学分野に関する調査研究、標本に関わる技術（化石クリーニン

グや複製製作等）、標本管理、教育普及、展示等の博物館に関わる業務について実習を行

う。 

 

６ 実習場所 

天草市立御所浦恐竜の島博物館、関連施設及び野外等 

 

７ 申込方法 

次の書類を当該年度の５月２９日（金）までに博物館に郵送又は持参すること。※必着 

（１）依頼文書（公印を押印したもの） 

（２）個人調書（写真が添付された履歴書） 

（３）実習生が作成した実習希望理由書（８００ 字程度。テーマは「御所浦恐竜の島博

物館で実習を希望する理由」および「資料館・博物館および専攻する分野に関する

自身の経験」について記述すること。） 

（４）その他（大学側で定めているものがあれば、その書類） 

 



８ 受入通知 

博物館は実習の申し込みの内容を審査し、６月末日までにその結果を大学もしくは申込

者へ通知する。 

 

９ 実習実施に必要な書類 

実習生の受入を通知された大学は、次の書類を事前に博物館に提出するか実習生に携行

させること。 

（１）大学が定めた館園実習参加要領等（実習の事前指導内容がわかるもの） 

（２）実習記録簿および出勤簿等 

（３）博物館が記入を要する評価書類 

（４）評価書類等の返信先および返信用封筒 

（５）その他実習に必要な書類 

 

10 事故に対する責任 

原則として実習中の事故に対する責任は大学及び実習生が負うものとし、実習生の責任

で保険（対物・対人を含む）に加入すること。 

 

11その他 

（１）実習については無料とする。ただし、交通費、宿泊費、通信費、実習に必要な個

人の消耗品費等は自己負担とする。 

（２）実習期間中、実習生として不適切な行動（やむを得ない理由のない遅刻・早退・

欠席、及び不真面目な実習態度等）があった場合、受け入れを取り消すことがある。 

（３）実習生は、博物館職員同様、服務規律を遵守すること。 

（４）不足の事態により実習を中止または延期する場合がある。その場合、博物館は実

習生にすみやかに連絡を行う。 

 

12 申込書等提出先及び問い合わせ先 

天草市立御所浦恐竜の島博物館 担当：廣瀬 

〒866-0313 熊本県天草市御所浦町御所浦 4310-5 

メール k-hirose@goshouramuseum.jp 

電話 0969-67-2325  FAX 0969-67-2359 


